
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模宅地等の特例 -家なき子- 
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いつもお世話になっております。 

秋も一段と深まり、日だまりの恋しい季節となりました。 

皆様お変わりなくお過ごしですか。 

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。 
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相続で子に居宅を引き継ぐとき、子は既に別

居して生計を別にしているが、持ち家ではない

場合、居住用宅地について一定の要件を満たす

ことにより、小規模宅地等の特例を適用して土

地の評価額を最大 80％（土地面積 330㎡まで）

減額して相続税の負担を軽減することができま

す。一般に「家なき子特例」と呼ばれますが、子

に限らず親族に適用することができます。 

●被相続人の要件 

(1)被相続人に配偶者がいないこと。 

(2)相続開始の直前において被相続人と同居して

いた法定相続人がいないこと。 

●取得者の要件 

(1)被相続人の居住用宅地を相続又は遺贈により

取得すること。 

(2)居住制限納税義務者または非居住制限納税義

務者のうち日本国籍を有しない者ではないこ

と。 

(3)相続開始前 3 年以内に日本国内にある取得

者、取得者の配偶者、取得者の三親等内の親族

または取得者と特別の関係がある一定の法人が

所有する家屋（相続開始の直前において被相続

人の居住の用に供されていた家屋を除く）に居

住したことがないこと。 

(4)相続開始時に、取得者が居住している家屋を

相続開始前のいずれの時においても所有してい

たことがないこと。 

(5)相続開始時から申告期限まで引き続きその宅

地等を有していること。 

◆老人ホームに入居の場合 

 相続開始の直前に被相続人の居住の用に供され

ていなかった場合においても、相続開始の直前に

おいて要介護認定、要支援認定等を受けていたこ

と、老人福祉法等に規定する老人ホーム等に入居

等をしていたこと、建物を事業の用、被相続人等

以外の者の居住の用に供していないことの要件を

満たすときは、入居等の直前まで被相続人の居住

の用に供していた宅地等は特定居住用宅地等に該

当し、先に掲げた要件を満たすときは特例の適用

を受けることができます。 

 

◆孫に遺贈することもできる 

 「家なき子特例」は被相続人の親族に適用され

ますので、子に既に持ち家がある場合は持ち家の

ない孫に居宅を遺贈し、先に掲げた要件を満たす

ときは、特例の適用を受けることができます。な

お、孫は相続人ではないので相続税は 2割加算と

なります。孫世帯の生活設計と合致すれば居宅を

承継させる有効な方法となるかもしれません。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年の共働き世帯数は、専業主婦世帯数の３

倍近くになり、家事・育児は夫婦で共に担う時代

になりましたが、平成の初期まで専業主婦の世帯

数の方が多く、配偶者の内助の功で家庭が運営さ

れていました。 

 

◆帰属所得は課税されない 

 配偶者が家庭内で家事育児を行うと、その役務

提供には経済的価値が生まれます。これを帰属所

得といいます。しかし、家事育児労働に対価が支

払われることはなく、課税もされません。これは

家庭内の労務報酬の算定が実際には困難であるこ

とによります。また所得税は一人ひとりに課税さ

れるのですが、家計を消費単位として見た場合、

帰属所得は家計に包含されてしまうので課税しな

いという見方をしているのかもしれません。 

 

◆財産分与で２分の１を清算 

 離婚すると財産分与が行われます。婚姻中、各

人の給与や事業などから得た財産と共有名義の財

産、帰属不明の財産は共有財産となり、その２分

の１が夫婦間で清算されます。 

 給与や事業収入などで得た財産は、婚姻中は各

人の特有財産なのですが、離婚すると夫婦の協力

により得られた共有財産として財産分与されま

す。将来、受け取る厚生年金も、婚姻期間に対応

する年金額の２分の１は財産分与の対象となりま

す。 

◆財産分与に対する贈与課税 

 財産分与は資産の贈与ですが、贈与課税はされま

せん。これは婚姻中に生じた財産分与請求権が離婚

時に行使され、同等の価値の財産を得るためとされ

ています。ただし、分与額が多すぎる部分や相続税の

回避と認められる場合は贈与課税されますので注意

しましょう。 

 また、財産分与者は財産分与義務が消滅して得ら

れる利益と財産分与により失う財産の価値が見合う

ため、課税されません。ただし、不動産など譲渡所得

の基因となる資産が移転する場合は、財産分与時に

実現する譲渡所得に課税されますので、こちらも注

意しましょう。 

 

◆死亡すると相続財産に変わる 

 夫婦が死別すると財産は遺贈されたものを除き相

続財産となり、配偶者はその法定相続分を取得でき

ます。ここでは財産分与のときの共有財産は認識さ

れず、相続財産になっています。配偶者には相続税の

税額軽減が適用され、老後の生活保障に一定の配慮

がされています。 

 

～人生の役に立たない雑学 vol.139～ 

 

 

帰属所得と財産分与 
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